
○ふじみ野市建設業者等資格審査会運営要綱 

平成１７年１０月１日 

訓令第４７号 

改正 平成２１年３月３１日訓令第２３号 

平成２４年１０月２３日訓令第６５号 

平成２５年３月７日訓令第２号 

平成２８年２月２３日訓令第８号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、ふじみ野市建設工事等入札参加資格に関する規則（平成１

７年ふじみ野市規則第６１号。以下「規則」という。）第２０条の規定に基づ

き、ふじみ野市建設業者等資格審査会（以下「審査会」という。）の運営につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

（平２４訓令６５・一部改正） 

（所管事項） 

第２条 審査会は、規則第１６条の目的を達成するため、入札参加資格審査申請

者について、建設業法第２７条の２３第３項の経営事項審査の項目及び基準を

定める件（平成２０年国土交通省告示第８５号）及び経営事項審査の事務取扱

いについて（平成２０年１月３１日付け国総建第２６９号国土交通省総合政策

局建設業課長通知）に基づき審査し、規則第８条に規定する格付を行うものと

する。 

（平２８訓令８・全改） 

（組織） 

第３条 規則第１７条第３項に規定する委員の構成員数は、７人以内とし、次に

掲げる職にある者をもってこれに充てる。 

(1) 総合政策部長 

(2) 総務部長 

(3) 都市政策部長 

(4) 教育委員会教育部長 

(5) 前各号に掲げる者のほか、会長が必要と認めた者 

（平２１訓令２３・平２４訓令６５・平２５訓令２・平２８訓令８・一

部改正） 

（委員の任期） 

第４条 前条の委員の任期は、その職の在任期間とする。 

（会議） 

第５条 審査会の会議は、会長が招集する。 

２ 審査会の会議は、西暦の偶数年度の年度末に開くほか、必要に応じて臨時に

開くことができる。 

３ 審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 



４ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

（平２８訓令８・一部改正） 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査

会が定める。 

附 則 

この訓令は、平成１７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２１年訓令第２３号） 

この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年訓令第６５号） 

この訓令は、平成２４年１０月２３日から施行する。 

附 則（平成２５年訓令第２号） 

この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年訓令第８号） 

この訓令は、平成２８年２月２３日から施行する。 

 


